
   綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３

号。以下「耐震改修促進法」という。）第６条第１項の規定に基づき定めた綾瀬市

耐震改修促進計画に基づき、地震に強いまちづくりを推進するため、沿道建築物の

耐震診断を行う所有者に対し、綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、綾瀬市補助金等交付に係る予算の執行に

関する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、耐震改修促進法において使用する用語のほか、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 沿道建築物 耐震改修促進法第１４条第３号に掲げるもの（国、地方公共団体、

独立行政法人等が所有するもの及び所有する部分を除く。）をいう。 

 (2) 耐震診断者 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省

令第２８号）第５条第１項各号に掲げる者をいう。 

 (3) 耐震診断 耐震改修促進法第２条第１項に規定する耐震診断で、建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示

第１８４号）に基づき耐震診断者が行うものをいう。 

 (4) 耐震判定委員会等 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会

に登録されている耐震診断の結果等に関する評価、判定等を行う委員会等をいう。 

 （補助対象建築物） 

第３条 この要綱による補助の対象となる沿道建築物は、次の各号に該当するものと

する。 

 (1) 昭和５６年５月３１日以前に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定

による建築確認を得て建築工事に着手した建築物であること。 

 (2) 耐震診断に関し、この要綱以外に定める補助金の交付決定を受けていない建築

物であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、綾瀬市木造住宅耐震化事業補助金交付要綱による補助



の対象となる住宅については、この要綱の補助の対象としない。 

 （補助対象者） 

第４条 この要綱において補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号に該当するものとする。 

 (1) 耐震診断を行う沿道建築物の所有者 

 (2) 前号に掲げるもののほか市長がこれと同等と認める者 

 (3) 市税の滞納がない者 

２ この要綱により既に補助金の交付を受けている者のうち当該補助金の交付対象と

なった前条に規定する対象建築物の耐震診断事業を行った者は補助対象としない。 

 （補助金額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で、耐震診断に要する費用の３分の２以内の額

で、１件につき２００万円を限度とする。 

２ 前項の耐震診断に要する費用は、次の表に掲げる建築物の部分ごとに算定し、そ

れぞれ耐震診断費用の限度額を合計した額を限度額とする。 

建築物の部分 耐震診断費用の限度額 

面積１，０００平方メートル以内の部分 １平方メートル当たり３，６７０円 

面積１，０００平方メートルを超え 

２，０００平方メートル以内の部分 
１平方メートル当たり１，５７０円 

面積２，０００平方メートルを超える部分 １平方メートル当たり１，０５０円 

３ 前２項のほか、設計図書の復元、耐震判定委員会等の評価に要する費用について

は、１５７万円を限度として加算することができる。 

４ 第１項の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、綾瀬市沿

道建築物耐震診断事業補助金交付申請書（第１号様式）に関係書類を添付し、市長

へ提出しなければならない。 

２ 前項の規定により申請する場合において、市税納付状況調査同意書（第１号様式

の２）を提出したときは、市税の滞納がないことを証する書類の提出を要しない。 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、当該申請に係る書類



等の審査をし、速やかに規則第５条の規定に基づき補助金の交付の適否を決定しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定したときは、その決定内容及び条

件等を綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

 （事業の着手） 

第８条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、当該通知書を受領後、速やかに耐震診断に着手しなければならない。 

 （補助金の交付申請の変更及び中止） 

第９条 補助事業者が補助金の交付の決定を受けた事業の内容又は事業の経費の配分

を変更及び中止しようとするときは、綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金変更・

中止交付申請書（第３号様式）により行うものとする。 

 （補助金の変更交付決定） 

第１０条 前条の規定による補助金の変更交付の決定通知は、綾瀬市沿道建築物耐震

診断事業補助金変更交付決定通知書（第４号様式）により行うものとする。 

 （適正及び評価） 

第１１条 補助事業者は、耐震診断の完了時までに、耐震診断の結果について、耐震

判定委員会等により、適正と評価を受けなければならない。 

 （事業の完了及び実績報告） 

第１２条 規則第１２条の規定による実績報告は、耐震診断の完了後、速やかに綾瀬

市沿道建築物耐震診断事業補助金完了実績報告書（第５号様式）に関係書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第１３条 補助金は、前条に規定する綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金完了実績

報告書が提出され、かつ、補助事業者が第１１条の規定による評価を受けた後に交

付手続きを行う。 

２ 補助事業者が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、綾瀬市

沿道建築物耐震診断事業補助金交付請求書（第６号様式）に関係書類を添えて市長

へ提出しなければならない。 

 （決定の取消し等） 



第１４条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は補助

金の交付決定の内容若しくは補助条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部

若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命

ずることができる。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

住  所             

申請者 氏  名             

電話番号（   ） －      

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。

なお、綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助の決定のため、建築物の所有者、建築年月日、建築物

の構造を固定資産課税台帳により確認することについて同意します。 

 

建 

 

築 

 

物 

 

の 

 

概 

 

要 

所 在 地 綾瀬市                  （地名地番表記） 

建 築 年 月 日 昭和  年  月  日 頃竣工 

構 造 
□木造   □鉄骨造   □鉄筋コンクリート造 

□鉄骨鉄筋コンクリート造   □その他（        ） 

階 数 地上   階、地下   階 

用 途  

面 積 建 築 面 積 ㎡ 延 べ 面 積 ㎡ 

増 築 有 無 □有      □無 

増 築 年 月 日 年  月  日 頃着工 増築部分延べ面積     ㎡ 

耐

震

診

断

者 

住 所  

所 属 事 務 所 名 建築士事務所    登録第    号 

代 表 者 名 等  

診 断 者 名 建築士    登録第    号 

電 話     （   ）    

※ 別紙も記入の上、必ず提出すること。 

 



別紙 

交

付

申

請

額

の

算

出

方

法 

全 体 事 業 費 事業者の全体見積もり金額 円 

耐震診断に要する費用 

（ 補 助 基 本 額 ） 

（ア）補助対象事業費※１ 円 

補助対象床面積 ㎡ 

面積限度額※２ 

㎡×3,670円/㎡＝    円 

㎡×1,570円/㎡＝    円 

㎡×1,050円/㎡＝    円 

（イ）合計 円 

（ウ）＝（イ）＋1,570,000 円 

（ア）、（ウ）の低い金額 円 

交 付 申 請 額 ※ ３ 補助基本額×2/3 円 

添 付 書 類 

□案内図、配置図、平面図、立面図、断面図（確認申請時の図面

及び現況図）、現況写真 

□建築確認通知書の写し、建物登記事項証明書若しくは固定資産

（家屋）評価証明書又はこれに類すると市長が認める書類 

□用途別建物求積図（現況） 

□法人登記事項証明書の写し（所有者等又は管理組合が法人の場

合） 

□手続き及び通知等に関する委任状（代表者以外のものが申請す

る場合） 

□耐震改修促進法施行規則第５条第１項に規定する耐震診断資格

者であることが判断できるもの、建築士法第２３条第１項の規

定による建築士事務所登録通知書の写し 

□耐震診断及び耐震判定委員会等の評価に要する費用の見積書の

写し 

□市税納付状況調査同意書※４ 

連

絡

先 

住 所  

会 社 名 等  

担 当 者 名  

電 話     （   ）    

※１ 補助対象事業費は、補助対象外となる事業費及び消費税を除いた額とすること。 

※２ 面積限度額は、1,000 ㎡以内の部分は 3,670 円/㎡以内、面積 1,000 ㎡を超えて 2,000 ㎡以

内の部分は 1,570円/㎡以内、面積 2,000㎡を超える部分は 1,050円/㎡以内とすること。 

（例）補助対象床面積 3,000㎡の場合 

1,000㎡×3,670円/㎡＝3,670,000円 

1,000㎡×1,570円/㎡＝1,570,000円 

1,000㎡×1,050円/㎡＝1,050,000円  合計 6,290,000円 

※３ 交付申請額は、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

※４ 市税納付状況調査同意書を提出しない場合は、次の書類を提出してください。 

①市税の納税証明書 ②建物の所有者が分かる書類(全部事項証明書等) 



第１号様式の２（第６条関係） 

 

市税納付状況調査同意書 

 

年  月  日 

 

 （宛先）綾瀬市長 

  

                  （沿道建築物の所有者） 

 

                   住  所            

                   氏
ふり

  名
がな

             

 

 綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金の交付を受けるに当たり、次の税目に係る市

税の納付状況を綾瀬市が調査することについて同意します。 

 

調査を同意する税目 

  

１ 市民税 

２ 固定資産税・都市計画税（土地・家屋） 

３ 軽自動車税 

４ 国民健康保険税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付決定通知書 

 

                              年  月  日 

 

様 

 

綾瀬市長         □印       

 

    年  月  日付けで申請のありました補助金の交付について、次のとお

り決定したので通知します。 

 

補助事業等の名称 綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金 

決 定 区 分 

□交付する 

 

□交付しない 

理 由 

建 築 物 の 所 在 地 綾瀬市 

交 付 決 定 額                    円 

条件及び指示事項 

 



第３号様式（第９条関係） 

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金変更・中止交付申請書 

 

                              年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

住  所             

申請者 氏  名             

電話番号（   ） －      

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付要綱第９条の規定により、    年  月  日

付けで補助金の交付決定を受けましたが、次のとおり変更・中止したいので申請します。 

 

区 分 変更 ・ 中止 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日 

 

               様 

 

                                          綾瀬市長         □印     

 

    年  月  日付けで交付決定した綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金

に係る交付決定を次のとおり変更するので通知します。 

 

補助事業等の名称 綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金 

決 定 区 分 

□交付する 

 

□交付しない 

理 由 

建 築 物 の 所 在 地 綾瀬市 

交 付 決 定 額                    円 

条件及び指示事項 

 



第５号様式（第１２条関係） 

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金完了実績報告書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

住  所             

申請者 氏  名             

電話番号（   ） －      

 

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり報告します。 

 

建 築 物 所 在 地 綾瀬市                      （地名地番表記） 

耐 震 診 断 実 施 日     年  月  日 

交 付 決 定 額 円 

添 付 書 類 

□耐震診断結果報告書の写し 

□耐震判定委員会等の評価書の写し 

□領収書の写し又は請求書の写し※ 

□その他 

 

※ 請求書の写しを添付した場合は、支払い後領収書の写しを必ず提出すること。 



第６号様式（第１３条関係） 

 

綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 

住  所             

氏  名             

 

     年  月  日付けで補助金の交付決定のありました件につき、綾瀬市補

助金等に係る予算の執行に関する規則第１１条の規定により請求します。 

 

補 助 金 の 名 称 綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金 

補 助 金 交 付 決 定 額 円 

請 求 額 円 

添 付 書 類 
綾瀬市沿道建築物耐震診断事業補助金交付決定通知書の写

し 

 

 

 

【振込み口座】 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

金融機関コード  

金 融 機 関 名  支 店 名  

預 金 種 目  口 座 番 号  

 


